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福岡助成金センター 担当【　　　　　　　】

〒812-0013　

福岡市博多区博多駅東２－１１－１

福岡合同庁舎本館１階

TEL (092)411－4701

キャリアアップ計画書は、各コース実施日の前日までに提出してください。
　※キャリアアップ計画は、雇用保険の適用事業所ごとに作成する必要があります。

事業所名

確認 書類名 確認事項

キャリアアップ計画書
（表紙）

（様式第１号）
□

□
キャリアアップ計画書

（共通）
（様式第１号）

「労働組合等の労働者代表者名」欄について

労働組合がない事業所においても、必ず労働者代表者を選
任し、計画書について意見を聴いた労働者代表者本人が氏
名を記載していること

キャリアアップ管理者の配置日がキャリアアップ計画書の作
成・提出日以前の日付になっていること

キャリアアップ管理者の職務内容にチェックがついているこ
と

キャリアアップ管理者が、申請する雇用保険適用事業所に
属していること

一人のキャリアアップ管理者が複数の事業所のキャリアアップ管理者
を兼ねることはできませんのでご注意ください。（事業主や役員がキャ
リアアップ管理者になる場合でも同様です）

【注意事項】
※事業主の委任を受けて代理人が提出する場合は委任状が必要です。同一法人の複数の事業所のキャ
　リアアップ計画書を当該法人の従業員がまとめて提出する場合についても、来所される従業員の方
　が所属する事業所以外の事業所に係るキャリアアップ計画書の提出については委任状が必要ですの
　でご注意ください。

※キャリアアップ計画の内容に変更が生じる場合は、変更届の提出が必要です。
  また、変更届を提出する際には、認定を受けた「キャリアアップ計画」の写しの添付が必要です。

※新たなコースを計画に追加する場合、変更届が提出された翌日から有効となります。

※計画書を提出後、労働局の確認がなされたことをもってその後の支給が約束されるものではありま
　せん。各コースごとの支給要件を満たすことにより支給されますので、ご了承ください。

提　出　先 受　　理　　印

選択した各コースについてそれぞれ、③欄～⑤欄のあては
まるチェックボックスにチェックをつけていること

□

キャリアアップ計画書
（計画（全コース共通））
（計画（その１～その６））

（様式第１号）

キャリアアップ計画期間が3年以上5年以内の間で設定され
ていること

キャリアアップ計画書チェックリスト


